
2026/4/10　政策開発部未来創造課　

住民基本台帳人口
合 計

1 ベトナム 821 723 5,085
2 中国 726 350 3,095
3 フィリピン 435 275 3,278
4 インドネシア 432 422 2,228
5 ネパール 340 296 1,606
6 韓国 302 181 1,218
7 ミャンマー 242 238 1,345
8 バングラデシュ 80 74 -
9 米国 74 45 292

10 朝鮮 63 45 -
11 タイ 63 26 401
12 スリランカ 59 49 -
13 インド 43 31 -
14 パキスタン 37 17 290
15 ブラジル 25 15 -
16 カンボジア 25 19 -
17 台湾 20 8 -
18 英国 20 12 -
19 ブータン 11 7 -
20 カナダ 11 8 -
21 その他　※３ 112 71 2,442

3,941 2,912 21,280

※１　外国人が世帯主の世帯数を集計
※２　福島県人口は2025年12月末現在　　出典：福島県生活環境部国際課「福島県の国際化の現状（令和7年度版）」
　　　人数が公表されていない国・地域については「ー」で表示し、「福島県その他」にて合算した。
※３　人口が10人未満の国・地域、および出生による経過滞在者（※4）については「その他」に合算した。
　　　なお、その他に含まれる国・地域は下表のとおりである。
※４　出生届出により住民基本台帳に記載された外国人住民は､出入国在留管理庁長官からの在留資格取得許可

(在留カード等の交付)､市町村への住民票修正通知を経るまでは､当該住民票の｢国籍｣欄が(空欄)となる。
アイルランド シンガポール ブルネイ
アフガニスタン スペイン ペルー
アルゼンチン セルビア ポーランド
イスラエル チリ ボリビア
イラン デンマーク マレーシア
エルサルバドル ドイツ 南アフリカ共和国
オーストラリア トリニダード･トバゴ メキシコ
オランダ ナイジェリア モンゴル
ガーナ ニュージーランド ラオス
カメルーン パラグアイ レバノン
ケニア バルバドス ロシア
コロンビア ハンガリー
ジャマイカ フランス

国籍別外国人人口・世帯数

合　　　　　計

No. 国 籍 名 称
郡山市 （2026年3月末現在）

福 島 県
（ 2025 年 ） ※ 2

世帯数 ※１ 人口
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上位10か国の住民基本台帳人口（人）

国籍別住民基本台帳人口（人）


